
墓地関係申請に伴う添付書類(２部提出) 
 

新設許可申請の場合 

・許可申請書 

・付近の見取り図（半径 100m を表示）1/2,500 程度 

  申請地を中心に半径１００ｍの円を記入し、周知対象者に番号を記入 

・土地謄本 ※申請から３カ月以内（法務局－三次） 

(原本１部、写し１部 ただし農地転用申請を同時申請の場合は写し２部でも可) 

・公図（地籍図－税務課） 

  墳墓の位置を記載すること 

・平面図及び断面図（構造図） 

  申請所記載の面積と整合性があること 

・周知結果報告書、個別説明等の概要、申請地隣接土地所有者一覧 

  付近の見取り図で確認をしている半径１００ｍ以内の周知内容を記入 

・維持管理方法 

・承諾書（申請土地が他人名義・権利の設定がある場合） 

○申請地所有者が申請者以外の場合：土地所有者の承諾 

○相続が終わっていない場合：相続人すべての承諾 

 ※提出資料として承諾書以外に、家系図も必要、また、確認資料として戸籍謄本

も申請時に確認。 

○抵当権等の設定がある場合：権利設定者の承諾（権利の解除） 

・その他 

   地目が農地である場合は農地転用許可、保安林の場合は保安林解除をしてから申

請をする。また、墓地の移転の場合は、改葬許可申請も必要。 

 

※提出前に書類チェック表で確認してください。 
























